
参
議
院
議
員
紙
智
子
君
提
出
Ｔ
Ｐ
Ｐ
マ
レ
ー
シ
ア
会
合
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
三
及
び
四
に
つ
い
て

我
が
国
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
に
参
加
す
る
に
当
た
っ
て
、
交
渉
参
加
国
間
で
合
意
さ
れ
た
手
続
を
と
っ
た
中
で
秘
密
保

護
に
関
す
る
書
簡
を
交
換
し
た
が
、
当
該
書
簡
に
つ
い
て
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
参
加
国
と
の
信
頼
関
係
も
あ
り
、
詳
細
に

つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二
に
つ
い
て

政
府
の
一
元
的
な
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
体
制
を
確
立
す
る
た
め
内
閣
総
理
大
臣
決
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
内
閣
官
房
Ｔ
Ｐ
Ｐ

政
府
対
策
本
部
の
首
席
交
渉
官
で
あ
り
、
か
つ
、
閣
議
決
定
に
よ
り
政
府
代
表
に
任
命
さ
れ
た
鶴
岡
公
二
が
、
交
渉
参
加
の

た
め
に
と
っ
た
手
続
の
中
で
秘
密
保
護
に
関
す
る
書
簡
を
交
換
し
た
。

五
に
つ
い
て

Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
外
交
上
の
や
り
取
り
で
も
あ
る
た
め
、
公
開
で
き
な
い
も
の
が
含
ま
れ

る
が
、
公
開
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
状
況
の
進
展
に
応
じ
て
、
し
っ
か
り
と
国
民
へ
提
供
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て



マ
レ
ー
シ
ア
会
合
へ
派
遣
し
た
日
本
政
府
交
渉
団
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
政
府
対
策
本
部
の
鶴
岡
首
席
交
渉
官
、
大
江
首
席
交
渉
官

代
理
及
び
佐
々
木
国
内
調
整
総
括
官
を
含
め
、
内
閣
官
房
十
六
名
（
他
省
庁
と
の
併
任
者
を
除
く
。
）
、
総
務
省
二
名
、
外

務
省
二
十
九
名
、
財
務
省
六
名
、
厚
生
労
働
省
四
名
、
農
林
水
産
省
十
六
名
、
経
済
産
業
省
十
二
名
、
国
土
交
通
省
四
名
、

環
境
省
一
名
、
金
融
庁
二
名
及
び
文
化
庁
一
名
の
計
九
十
三
名
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
経
費
に
つ
い
て
は
、
内
閣
官
房
等
日
本
政
府
交
渉
団
に
参
加
し
た
各
省
庁
の
予
算
で
支
弁
す
る
予
定
で
あ
る
が
、

現
在
、
精
算
の
手
続
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
で
具
体
的
な
金
額
を
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

我
が
国
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
会
合
中
に
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
参
加
国
の
交
渉
官
等
と
の
人
脈
の
構
築
等
を
進
め
る
た
め
、
我

が
国
主
催
の
非
公
式
会
合
を
主
催
し
た
。
そ
の
機
会
に
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
の
復
興
支
援
の
観
点
か
ら
、
被
災
地
で

生
産
さ
れ
る
以
下
の
日
本
酒
を
用
意
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
銘
柄
の
本
数
及
び
購
入
に
要
し
た
金
額
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

七
福
神
大
吟
醸
三
十
本

二
万
二
千
五
百
円

花
春
大
吟
醸
三
十
本

二
万
二
百
九
十
一
円



あ
さ
開
純
米
大
吟
醸
三
十
本

二
万
四
百
九
十
円

雪
小
町
大
吟
醸
生
原
酒
三
十
本

一
万
五
千
七
百
五
十
円

奥
の
松
全
米
吟
醸
三
十
本

一
万
四
千
百
九
十
円

九
に
つ
い
て

交
渉
に
係
る
個
別
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
我
が
国
と
し
て
、
守
る
べ
き
も
の
は
守

り
、
攻
め
る
べ
き
も
の
は
攻
め
る
こ
と
に
よ
り
、
国
益
を
最
大
限
に
実
現
す
る
と
い
う
基
本
的
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
も
国
会
に
お
い
て
は
、
本
会
議
や
関
連
委
員
会
に
お
い
て
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
に
つ
い
て
は
真
摯
に
説
明
し
て

し

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。


